
2025 年度 事務・会計担当者説明会 

司会 HBA 財務部 

【開催日時】 

2025 年 5 月 21 日（水） 18 時 30 分～ 

（Web 受付開始時間 18 時 15 分～） 

【目的】 

事務・会計業務（一般管理費会計・事業会計）について、各地区協会の事務・会計責任者及び担当者が 

会計処理内容を把握し、確認作業がスムーズに行えるよう、ご理解を深めていただくための説明会です。 

年度も変わり、各地区協会・各カテゴリーの事務会計担当者が代わられていますことから開催させていただきます。 

【次第】 

Ⅰ 森野専務理事挨拶 

Ⅱ 議題 

１．2024 年度 都道府県別 チーム・競技者・コーチ・審判・TO 登録数一覧（資料 1）・・・専務理事 

基盤強化推進事業について（資料 1-1） 

・組織振興事業

・登録推進事業

２．総合会計集計表の様式見直しについて（資料 2）  ・・・・・野々村 

・一般管理費会計

・競技会事業会計

・財政調整基金

・2025 年度 対象経費基準【一般管理費】・【基盤強化推進費 事業運営費】

   ３．報告書作成の注意事項について（資料 3）  ・・・・・坂野 

・各種領収書様式

   ４．その他 

・研修会等の講師報酬（講師謝礼）及び費用について（資料 4）  ・・・・・野々村

Ⅲ 質疑応答 



2025年3月1日現在
チーム 競技者 3x3競技者
登録数 登録数 登録数 登録数 チーム数に対する割合 登録数 チーム数に対する割合 登録数 チーム数に対する割合

北海道 1,754 27,922 35 3,694 210.6% 2,740 156.2% 455 25.9%
青森 520 8,141 9 1,502 288.8% 875 168.3% 91 17.5%
岩手 561 7,912 92 1,332 237.4% 901 160.6% 114 20.3%
宮城 727 10,802 30 1,280 176.1% 1,072 147.5% 109 15.0%
秋田 492 7,354 19 1,324 269.1% 958 194.7% 210 42.7%
山形 421 6,257 14 1,071 254.4% 857 203.6% 70 16.6%
福島 635 9,189 20 1,378 217.0% 900 141.7% 227 35.7%
茨城 959 15,277 5 2,046 213.3% 1,983 206.8% 179 18.7%
栃木 561 9,520 19 1,162 207.1% 1,099 195.9% 86 15.3%
群馬 666 10,739 163 1,252 188.0% 1,309 196.5% 137 20.6%
埼玉 1,301 25,802 99 3,852 296.1% 3,131 240.7% 844 64.9%
千葉 1,698 32,270 96 3,608 212.5% 3,520 207.3% 315 18.6%
東京 1,639 32,433 135 4,345 265.1% 4,440 270.9% 729 44.5%

神奈川 2,201 42,978 153 3,696 167.9% 3,236 147.0% 278 12.6%
山梨 335 4,897 26 639 190.7% 597 178.2% 59 17.6%
長野 629 11,718 79 1,279 203.3% 1,026 163.1% 87 13.8%
新潟 744 13,039 66 1,748 234.9% 1,507 202.6% 189 25.4%
富山 313 5,479 4 585 186.9% 522 166.8% 92 29.4%
石川 416 7,832 57 800 192.3% 738 177.4% 102 24.5%
福井 223 3,899 48 539 241.7% 411 184.3% 50 22.4%
岐阜 549 8,929 66 1,326 241.5% 1,018 185.4% 117 21.3%
静岡 1,050 19,365 71 1,656 157.7% 1,570 149.5% 115 11.0%
愛知 1,505 30,171 302 2,411 160.2% 2,361 156.9% 287 19.1%
三重 516 8,794 79 786 152.3% 661 128.1% 796 154.3%
滋賀 299 5,221 68 705 235.8% 690 230.8% 98 32.8%
京都 603 10,755 34 1,215 201.5% 1,201 199.2% 161 26.7%
大阪 1,829 33,093 61 3,069 167.8% 2,964 162.1% 180 9.8%
兵庫 1,271 23,272 21 2,501 196.8% 2,494 196.2% 297 23.4%
奈良 358 6,760 0 722 201.7% 678 189.4% 48 13.4%

和歌山 260 4,150 43 297 114.2% 264 101.5% 19 7.3%
鳥取 264 3,968 15 525 198.9% 467 176.9% 47 17.8%
島根 254 4,878 12 795 313.0% 551 216.9% 119 46.9%
岡山 458 8,170 67 801 174.9% 871 190.2% 57 12.4%
広島 655 10,836 20 1,064 162.4% 1,102 168.2% 126 19.2%
山口 452 7,496 15 831 183.8% 913 202.0% 138 30.5%
徳島 287 4,210 33 374 130.3% 402 140.1% 68 23.7%
香川 293 4,832 71 461 157.3% 460 157.0% 102 34.8%
愛媛 433 6,553 67 976 225.4% 853 197.0% 64 14.8%
高知 274 3,874 0 377 137.6% 332 121.2% 29 10.6%
福岡 1,218 21,811 95 1,904 156.3% 1,818 149.3% 144 11.8%
佐賀 311 5,200 1 546 175.6% 474 152.4% 43 13.8%
長崎 537 8,504 0 1,128 210.1% 910 169.5% 108 20.1%
熊本 550 9,384 11 1,127 204.9% 1,008 183.3% 150 27.3%
大分 328 5,539 0 625 190.5% 473 144.2% 39 11.9%
宮崎 421 6,607 27 692 164.4% 600 142.5% 93 22.1%

鹿児島 492 8,505 61 1,011 205.5% 823 167.3% 133 27.0%
沖縄 749 15,989 25 2,236 298.5% 1,852 247.3% 218 29.1%
合計 33,011 580,326 2,434 67,293 203.9% 59,632 180.6% 8,219 24.9%

（参考）前年度 32,547 573,229 2,033 81,874 251.6% 54,629 167.8% 1,924 －

200％以上 200％以上 100%以上

都道府県 審判コーチ TO

2024年度　都道府県別　チーム・競技者・コーチ・審判・TO登録数一覧【最終版】

①

③

⑤
④

②

⑥

⑥

③
④

②

⑤

②

④
⑤

⑥

①

④

①
⑤

⑥

⑥

⑥

①
②

⑤

④

③
⑤

②
⑥

① ③ ③ ③

② ④ ①

※TOのトラブルを未然に防ぐために原則各チームTO基礎講習修了者が１名以上在籍するようにお願いいたします。
・TO基礎講習は、TeamJBA ⇒ 講習会一覧から無料で受講できます。

資料1

※丸数字は順位
confidential
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北海道バスケットボール協会
ハイライト表示



＜チーム加盟数＞ ＜競技者登録数＞
2023年度 2024年度 前年比 増減率 2023年度 2024年度 前年比 増減率

△ 北 海 道 1,669 1,754 85 105.1% △ 北 海 道 27,370 27,922 552 102.0%
▼ 青 森 525 520 -5 99.0% ▼ 青 森 8,237 8,141 -96 98.8%
▼ 岩 手 571 561 -10 98.2% ▼ 岩 手 7,944 7,912 -32 99.6%
△ 宮 城 720 727 7 101.0% △ 宮 城 10,700 10,802 102 101.0%
△ 秋 田 453 492 39 108.6% △ 秋 田 6,961 7,354 393 105.6%
▼ 山 形 433 421 -12 97.2% ▼ 山 形 6,369 6,257 -112 98.2%
▼ 福 島 642 635 -7 98.9% ▼ 福 島 9,431 9,189 -242 97.4%
▼ 茨 城 959 959 0 100.0% ▼ 茨 城 15,353 15,277 -76 99.5%
▼ 栃 木 561 561 0 100.0% ▼ 栃 木 9,525 9,520 -5 99.9%
△ 群 馬 650 666 16 102.5% △ 群 馬 10,638 10,739 101 100.9%
▼ 埼 玉 1,302 1,301 -1 99.9% △ 埼 玉 25,603 25,802 199 100.8%
△ 千 葉 1,652 1,698 46 102.8% △ 千 葉 31,445 32,270 825 102.6%
△ 東 京 1,620 1,639 19 101.2% △ 東 京 31,453 32,433 980 103.1%
△ 神 奈 川 2,041 2,201 160 107.8% △ 神 奈 川 41,715 42,978 1,263 103.0%
△ 山 梨 329 335 6 101.8% △ 山 梨 4,883 4,897 14 100.3%
▼ 長 野 630 629 -1 99.8% ▼ 長 野 11,720 11,718 -2 100.0%
▼ 新 潟 775 744 -31 96.0% △ 新 潟 13,016 13,039 23 100.2%
▼ 富 山 319 313 -6 98.1% △ 富 山 5,443 5,479 36 100.7%
△ 石 川 395 416 21 105.3% △ 石 川 7,426 7,832 406 105.5%
▼ 福 井 230 223 -7 97.0% ▼ 福 井 3,930 3,899 -31 99.2%
▼ 岐 阜 550 549 -1 99.8% ▼ 岐 阜 9,016 8,929 -87 99.0%
△ 静 岡 986 1,050 64 106.5% △ 静 岡 18,695 19,365 670 103.6%
▼ 愛 知 1,506 1,505 -1 99.9% △ 愛 知 29,142 30,171 1,029 103.5%
▼ 三 重 527 516 -11 97.9% ▼ 三 重 8,815 8,794 -21 99.8%
▼ 滋 賀 305 299 -6 98.0% ▼ 滋 賀 5,249 5,221 -28 99.5%
▼ 京 都 617 603 -14 97.7% ▼ 京 都 10,859 10,755 -104 99.0%
△ 大 阪 1,797 1,829 32 101.8% △ 大 阪 32,882 33,093 211 100.6%
△ 兵 庫 1,237 1,271 34 102.7% △ 兵 庫 23,040 23,272 232 101.0%
△ 奈 良 357 358 1 100.3% ▼ 奈 良 6,829 6,760 -69 99.0%
△ 和 歌 山 259 260 1 100.4% ▼ 和 歌 山 4,177 4,150 -27 99.4%
▼ 鳥 取 264 264 0 100.0% ▼ 鳥 取 3,971 3,968 -3 99.9%
▼ 島 根 259 254 -5 98.1% △ 島 根 4,793 4,878 85 101.8%
▼ 岡 山 469 458 -11 97.7% ▼ 岡 山 8,259 8,170 -89 98.9%
▼ 広 島 687 655 -32 95.3% ▼ 広 島 11,218 10,836 -382 96.6%
▼ 山 口 457 452 -5 98.9% ▼ 山 口 7,628 7,496 -132 98.3%
▼ 徳 島 289 287 -2 99.3% ▼ 徳 島 4,219 4,210 -9 99.8%
△ 香 川 290 293 3 101.0% △ 香 川 4,779 4,832 53 101.1%
▼ 愛 媛 441 433 -8 98.2% ▼ 愛 媛 6,633 6,553 -80 98.8%
▼ 高 知 274 274 0 100.0% △ 高 知 3,841 3,874 33 100.9%
△ 福 岡 1,137 1,218 81 107.1% △ 福 岡 20,641 21,811 1,170 105.7%
△ 佐 賀 281 311 30 110.7% △ 佐 賀 5,178 5,200 22 100.4%
▼ 長 崎 548 537 -11 98.0% △ 長 崎 8,488 8,504 16 100.2%
△ 熊 本 546 550 4 100.7% △ 熊 本 9,363 9,384 21 100.2%
▼ 大 分 329 328 -1 99.7% ▼ 大 分 5,716 5,539 -177 96.9%
△ 宮 崎 409 421 12 102.9% △ 宮 崎 6,549 6,607 58 100.9%
▼ 鹿 児 島 503 492 -11 97.8% ▼ 鹿 児 島 8,526 8,505 -21 99.8%
△ 沖 縄 747 749 2 100.3% △ 沖 縄 15,561 15,989 428 102.8%

計 32,547 33,011 464 101.4% 計 573,229 580,326 7,097 101.2%

△ …前年度よりも上回っている場合
▼ …前年度よりも下回っている場合 100％以下

＊2023年度・・・2024年3月1日現在
＊2024年度・・・2025年3月1日現在 confidential

チーム加盟数・競技者登録数　前年比【都道府県別】
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＜チーム加盟数＞ ＜競技者登録数＞
2023年度 2024年度 前年比 増減率 2023年度 2024年度 前年比 増減率

▼ U12 8,341 8,341 0 100.0% △ U12 162,493 166,334 3,841 102.4%

△ U15 13,345 13,394 49 100.4% ▼ U15 227,293 225,174 -2,119 99.1%

▼ U18 7,593 7,496 -97 98.7% ▼ U18 132,765 131,939 -826 99.4%

△ 一般 3,268 3,780 512 115.7% △ 一般 50,678 56,879 6,201 112.2%

計 32,547 33,011 464 101.4% 計 573,229 580,326 7,097 101.2%

↑ confidential
△ …前年度よりも上回っている場合
▼ …前年度よりも下回っている場合

＊2023年度・・・2024年3月1日現在
＊2024年度・・・2025年3月1日現在

チーム加盟数・競技者登録数　前年比【カテゴリー別】
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＜コーチ＞ ＜審判＞ ＜TO＞
2023年度 2024年度 前年比 増減率 2023年度 2024年度 前年比 増減率 2023年度 2024年度 前年比 増減率

▼ 北 海 道 4,931 3,694 -1,237 74.9% △ 北 海 道 2,526 2,740 214 108.5% 北 海 道 67 455 388 679.1%
▼ 青 森 2,206 1,502 -704 68.1% △ 青 森 765 875 110 114.4% 青 森 31 91 60 293.5%
▼ 岩 手 1,513 1,332 -181 88.0% △ 岩 手 881 901 20 102.3% 岩 手 59 114 55 193.2%
▼ 宮 城 1,593 1,280 -313 80.4% △ 宮 城 1,009 1,072 63 106.2% 宮 城 23 109 86 473.9%
▼ 秋 田 2,040 1,324 -716 64.9% △ 秋 田 897 958 61 106.8% 秋 田 46 210 164 456.5%
▼ 山 形 1,466 1,071 -395 73.1% △ 山 形 783 857 74 109.5% 山 形 24 70 46 291.7%
▼ 福 島 2,116 1,378 -738 65.1% △ 福 島 805 900 95 111.8% 福 島 48 227 179 472.9%
▼ 茨 城 2,488 2,046 -442 82.2% △ 茨 城 1,798 1,983 185 110.3% 茨 城 38 179 141 471.1%
▼ 栃 木 1,598 1,162 -436 72.7% △ 栃 木 1,089 1,099 10 100.9% 栃 木 39 86 47 220.5%
△ 群 馬 1,182 1,252 70 105.9% △ 群 馬 1,171 1,309 138 111.8% 群 馬 27 137 110 507.4%
▼ 埼 玉 4,570 3,852 -718 84.3% △ 埼 玉 2,901 3,131 230 107.9% 埼 玉 139 844 705 607.2%
▼ 千 葉 4,877 3,608 -1,269 74.0% △ 千 葉 3,320 3,520 200 106.0% 千 葉 121 315 194 260.3%
▼ 東 京 5,002 4,345 -657 86.9% △ 東 京 3,875 4,440 565 114.6% 東 京 111 729 618 656.8%
▼ 神 奈 川 4,189 3,696 -493 88.2% △ 神 奈 川 2,725 3,236 511 118.8% 神 奈 川 82 278 196 339.0%
▼ 山 梨 768 639 -129 83.2% ▼ 山 梨 610 597 -13 97.9% 山 梨 23 59 36 256.5%
▼ 長 野 1,412 1,279 -133 90.6% △ 長 野 975 1,026 51 105.2% 長 野 21 87 66 414.3%
▼ 新 潟 2,101 1,748 -353 83.2% △ 新 潟 1,402 1,507 105 107.5% 新 潟 43 189 146 439.5%
▼ 富 山 714 585 -129 81.9% △ 富 山 479 522 43 109.0% 富 山 23 92 69 400.0%
▼ 石 川 879 800 -79 91.0% △ 石 川 686 738 52 107.6% 石 川 27 102 75 377.8%
▼ 福 井 570 539 -31 94.6% △ 福 井 406 411 5 101.2% 福 井 21 50 29 238.1%
▼ 岐 阜 1,410 1,326 -84 94.0% △ 岐 阜 924 1,018 94 110.2% 岐 阜 42 117 75 278.6%
▼ 静 岡 2,139 1,656 -483 77.4% △ 静 岡 1,471 1,570 99 106.7% 静 岡 36 115 79 319.4%
▼ 愛 知 3,239 2,411 -828 74.4% △ 愛 知 2,086 2,361 275 113.2% 愛 知 120 287 167 239.2%
▼ 三 重 832 786 -46 94.5% △ 三 重 624 661 37 105.9% 三 重 39 796 757 2041.0%
▼ 滋 賀 806 705 -101 87.5% △ 滋 賀 620 690 70 111.3% 滋 賀 22 98 76 445.5%
▼ 京 都 1,532 1,215 -317 79.3% △ 京 都 1,155 1,201 46 104.0% 京 都 31 161 130 519.4%
▼ 大 阪 3,208 3,069 -139 95.7% △ 大 阪 2,649 2,964 315 111.9% 大 阪 50 180 130 360.0%
▼ 兵 庫 2,665 2,501 -164 93.8% △ 兵 庫 2,350 2,494 144 106.1% 兵 庫 60 297 237 495.0%
▼ 奈 良 774 722 -52 93.3% △ 奈 良 617 678 61 109.9% 奈 良 14 48 34 342.9%
▼ 和 歌 山 309 297 -12 96.1% △ 和 歌 山 253 264 11 104.3% 和 歌 山 9 19 10 211.1%
▼ 鳥 取 585 525 -60 89.7% △ 鳥 取 419 467 48 111.5% 鳥 取 19 47 28 247.4%
▼ 島 根 857 795 -62 92.8% △ 島 根 482 551 69 114.3% 島 根 24 119 95 495.8%
▼ 岡 山 883 801 -82 90.7% △ 岡 山 819 871 52 106.3% 岡 山 37 57 20 154.1%
▼ 広 島 1,278 1,064 -214 83.3% △ 広 島 987 1,102 115 111.7% 広 島 33 126 93 381.8%
▼ 山 口 967 831 -136 85.9% △ 山 口 867 913 46 105.3% 山 口 19 138 119 726.3%
▼ 徳 島 409 374 -35 91.4% △ 徳 島 387 402 15 103.9% 徳 島 39 68 29 174.4%
▼ 香 川 490 461 -29 94.1% △ 香 川 425 460 35 108.2% 香 川 21 102 81 485.7%
▼ 愛 媛 1,178 976 -202 82.9% △ 愛 媛 810 853 43 105.3% 愛 媛 32 64 32 200.0%
▼ 高 知 412 377 -35 91.5% ▼ 高 知 353 332 -21 94.1% 高 知 17 29 12 170.6%
▼ 福 岡 2,289 1,904 -385 83.2% △ 福 岡 1,603 1,818 215 113.4% 福 岡 32 144 112 450.0%
▼ 佐 賀 553 546 -7 98.7% △ 佐 賀 412 474 62 115.0% 佐 賀 17 43 26 252.9%
▼ 長 崎 1,562 1,128 -434 72.2% △ 長 崎 873 910 37 104.2% 長 崎 62 108 46 174.2%
▼ 熊 本 1,827 1,127 -700 61.7% △ 熊 本 913 1,008 95 110.4% 熊 本 37 150 113 405.4%
▼ 大 分 822 625 -197 76.0% △ 大 分 427 473 46 110.8% 大 分 6 39 33 650.0%
▼ 宮 崎 921 692 -229 75.1% △ 宮 崎 549 600 51 109.3% 宮 崎 18 93 75 516.7%
▼ 鹿 児 島 1,261 1,011 -250 80.2% △ 鹿 児 島 803 823 20 102.5% 鹿 児 島 30 133 103 443.3%
▼ 沖 縄 2,451 2,236 -215 91.2% △ 沖 縄 1,648 1,852 204 112.4% 沖 縄 45 218 173 484.4%

計 81,874 67,293 -14,581 82.2% 計 54,629 59,632 5,003 109.2% 計 1,924 8,219 6,295 427.2%

△ …前年度よりも上回っている場合
▼ …前年度よりも下回っている場合 100％以下

＊2023年度・・・2024年3月1日現在
＊2024年度・・・2025年3月1日現在 confidential

コーチ登録数・審判登録数・TO登録数　前年比【都道府県別】
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 2024年度都道府県別一般（Ⅱ種）カテゴリー登録状況
～　チーム加盟数　～

2025/3/1時点

男 女 計 男 女 計 男 女 計
北海道 119 42 161 28 24 52 91 18 109
青森 0 0 0 0 0 0 0 0 0
岩手 2 0 2 0 0 0 2 0 2
宮城 0 0 0 0 0 0 0 0 0
秋田 38 6 44 0 1 1 38 5 43
山形 1 0 1 1 0 1 0 0 0
福島 0 0 0 0 0 0 0 0 0
茨城 1 0 1 0 0 0 1 0 1
栃木 2 0 2 0 0 0 2 0 2
群馬 9 6 15 6 4 10 3 2 5
埼玉 3 0 3 0 0 0 3 0 3
千葉 15 14 29 0 1 1 15 13 28
東京 23 3 26 0 0 0 23 3 26

神奈川 126 38 164 15 5 20 111 33 144
山梨 1 0 1 0 0 0 1 0 1
長野 3 1 4 0 0 0 3 1 4
新潟 0 0 0 0 0 0 0 0 0
富山 1 0 1 0 0 0 1 0 1
石川 0 6 6 0 0 0 0 6 6
福井 0 0 0 0 0 0 0 0 0
岐阜 0 0 0 0 0 0 0 0 0
静岡 44 8 52 0 0 0 44 8 52
愛知 10 8 18 1 1 2 9 7 16
三重 0 0 0 0 0 0 0 0 0
滋賀 0 0 0 0 0 0 0 0 0
京都 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大阪 0 0 0 0 0 0 0 0 0
兵庫 10 6 16 0 0 0 10 6 16
奈良 0 0 0 0 0 0 0 0 0

和歌山 0 1 1 0 1 1 0 0 0
鳥取 1 0 1 0 0 0 1 0 1
島根 0 0 0 0 0 0 0 0 0
岡山 0 0 0 0 0 0 0 0 0
広島 0 0 0 0 0 0 0 0 0
山口 0 0 0 0 0 0 0 0 0
徳島 0 0 0 0 0 0 0 0 0
香川 0 0 0 0 0 0 0 0 0
愛媛 0 0 0 0 0 0 0 0 0
高知 0 0 0 0 0 0 0 0 0
福岡 0 0 0 0 0 0 0 0 0
佐賀 30 8 38 1 1 2 29 7 36
長崎 0 0 0 0 0 0 0 0 0
熊本 17 9 26 12 7 19 5 2 7
大分 0 0 0 0 0 0 0 0 0
宮崎 3 0 3 1 0 1 2 0 2

鹿児島 2 1 3 0 0 0 2 1 3
沖縄 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 461 157 618 65 45 110 396 112 508

都道府県
2024年度登録完了

「チーム数」
2024年度登録チームのうち

2023年度登録歴ありのチーム数 差異
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 2024年度都道府県別一般（Ⅱ種）カテゴリー登録状況
～　競技者登録数　～ 2025/3/1時点

男 女 計 男 女 計 男 女 計
北海道 1,424 562 1,986 948 428 1,376 476 134 610
青森 0 0 0 0 0 0 0 0 0
岩手 10 0 10 5 0 5 5 0 5
宮城 0 0 0 0 0 0 0 0 0
秋田 455 78 533 63 9 72 392 69 461
山形 7 0 7 5 0 5 2 0 2
福島 0 0 0 0 0 0 0 0 0
茨城 22 0 22 5 0 5 17 0 17
栃木 27 0 27 0 0 0 27 0 27
群馬 535 97 632 263 47 310 272 50 322
埼玉 57 0 57 1 0 1 56 0 56
千葉 135 258 393 8 22 30 127 236 363
東京 291 15 306 13 2 15 278 13 291

神奈川 1,626 440 2,066 1,343 367 1,710 283 73 356
山梨 23 0 23 1 0 1 22 0 22
長野 53 0 53 5 0 5 48 0 48
新潟 0 0 0 0 0 0 0 0 0
富山 11 0 11 7 0 7 4 0 4
石川 0 69 69 0 19 19 0 50 50
福井 0 0 0 0 0 0 0 0 0
岐阜 0 0 0 0 0 0 0 0 0
静岡 671 147 818 197 42 239 474 105 579
愛知 977 281 1,258 312 76 388 665 205 870
三重 0 0 0 0 0 0 0 0 0
滋賀 0 0 0 0 0 0 0 0 0
京都 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大阪 0 0 0 0 0 0 0 0 0
兵庫 142 99 241 16 20 36 126 79 205
奈良 0 0 0 0 0 0 0 0 0

和歌山 0 8 8 0 8 8 0 0 0
鳥取 18 0 18 2 0 2 16 0 16
島根 0 0 0 0 0 0 0 0 0
岡山 0 0 0 0 0 0 0 0 0
広島 0 0 0 0 0 0 0 0 0
山口 0 0 0 0 0 0 0 0 0
徳島 0 0 0 0 0 0 0 0 0
香川 0 0 0 0 0 0 0 0 0
愛媛 0 0 0 0 0 0 0 0 0
高知 0 0 0 0 0 0 0 0 0
福岡 0 0 0 0 0 0 0 0 0
佐賀 299 92 391 237 55 292 62 37 99
長崎 0 0 0 0 0 0 0 0 0
熊本 213 111 324 162 82 244 51 29 80
大分 0 0 0 0 0 0 0 0 0
宮崎 12 0 12 9 0 9 3 0 3

鹿児島 69 63 132 13 3 16 56 60 116
沖縄 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 7,077 2,320 9,397 3,615 1,180 4,795 3,462 1,140 4,602

都道府県
2024年度登録完了

「競技者数」
2024年度登録競技者のうち

2023年度登録歴ありの競技者数 差異

※備考：「2024年度登録競技者のうち2023年度登録歴ありの競技者数」は2024年度に一般（Ⅱ種）で登録完了した
競技者のうち、2023年度に登録のある競技者の数を都道府県別に表したものです。2023年度と2024年度の登録
都道府県は異なる場合があります。
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2025年度

「基盤強化推進費」 交付金方針

一般財団法人 北海道バスケットボール協会

2025.3.8

資料1-1
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2024年度基盤強化推進費上限額 方針（2024/10/31現在登録数をポイント化）

加盟数 対象地区協会 ポイント

300チーム以上 札幌 ５

201～299 対象なし ４

101～200 函館、帯広、北見、釧路、旭川、苫小牧 ３

51～100 小樽、南空知、室蘭、北空知 ２

50チーム未満 名寄、稚内、留萌 １

①チーム加盟数

登録数 対象地区協会 ポイント

3000人以上 札幌 ５

2001～2999 帯広、旭川 ４

1001～2000 函館、北見、釧路、苫小牧、室蘭 ３

501～1000 小樽、南空知、北空知 ２

500人未満 名寄、稚内、留萌 １

②競技者登録数

8
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2024年度基盤強化推進費上限額 方針（2024/10/31現在登録数をポイント化）

登録数 対象地区協会 ポイント

1.5以上 対象なし ５

1.0以上～1.5未満 札幌、北見、釧路、旭川、小樽、南空知、北空知、名寄 ４

0.8以上～1.0未満 帯広、苫小牧、稚内 ３

0.6～0.8未満 函館、室蘭、留萌 ２

0.6未満 対象なし １

③１チームあたりコーチライセンス保持者「D級以上」

登録数 対象地区協会 ポイント

1.5以上 対象なし ５

1.0以上～1.5未満 札幌、南空知、名寄、稚内 ４

0.8以上～1.0未満 北見、旭川、小樽、苫小牧、北空知 ３

0.6以上～0.8未満 函館、帯広、釧路、室蘭、留萌 ２

0.6未満 対象なし １

④１チームあたり審判員数

9
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2025年度基盤強化推進費上限額 方針（ポイント合計数とクラス分け）

ポイント合計数 対象地区協会 クラス 組織振興費 登録推進事業費 上限額

18 札幌 A 80 60 140万円

14 旭川

13 北見 B 60 40 100万円

12 帯広、苫小牧、南空知

11 釧路、小樽、北空知

10 函館、名寄 C 40 20 60万円

9 室蘭、稚内

6 留萌 Ｄ 20 10 30万円
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14地区協会「基盤強化推進費」登録数をポイント化指数値算出 （TeamJBA 2024/10/31現在）

【ポイント合計数とクラス分け】

(1)チーム登録数 300人以上 201～299 101～200 51～100 50人未満

クラス Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ

ポイント 5 4 3 2 1

(2)競技者登録数 3000人以上 2001～2999 1001～2000 501～1000 500人未満

クラス Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ

ポイント 5 4 3 2 1

率 1.5以上 1以上～1.5未満 0.8以上～1未満 0.6以上～0.8未満 0.6未満

クラス Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ

ポイント 5 4 3 2 1

率 1.5以上 1以上～1.5未満 0.8以上～1未満 0.6以上～0.8未満 0.6未満

クラス Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ

ポイント 5 4 3 2 1

ポイント合計数 17以上 12～16 7～11 6以下

最終クラス Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

(3)1チームあたりコーチライセンス保持者「D級以上」

(4)1チームあたり審判員数

※2025年度苫小牧地区が、(1)チーム登録数が、2 ⇒ 3ポイントにアップしました。

※2026年度から「ＴＯ登録数」をポイント化指数に加えて「クラス」を決めさせていただきます。
◎TOのトラブルを未然に防ぐために原則各チームTO基礎講習修了者が１名以上在籍するようにお願いいたします。
◎TO基礎講習は、TeamJBA→講習会一覧から無料で受講できます。
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「基盤強化推進費」について

１．2024年10月末の登録数等々をそれぞれポイント化し、ポイントの合計数に応じて5段階にクラス分け（A～E）を行い、
基盤強化推進費上限額を定める。

＜ポイント化する指標＞
①チーム加盟数
②競技者登録数
③１チームあたりのコーチライセンス保持者数「D級以上」
④１チームあたりの審判員数「D級以上」

左記をポイント化し、「別紙1～4参照」
ポイントの合計数に応じて
基盤強化推進費上限額を定める

2．各クラスの「基盤強化推進費」上限額は、下表に定める。
各地区協会は、「基盤強化推進費」上限額内で事業を選定する。「別紙5参照」

※2025年度苫小牧地区が、C ⇒ Bランクに昇格しました。

※2026年度から「ＴＯ登録数」をポイント化指数に加えて「クラス」を決定させていただきます。
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2025年度　基盤強化推進事業費（予算）

充当額（上限額） 予算額 決算額 充当額（上限額） 予算額 決算額 充当額（上限額） 予算額 決算額

01 札幌 1,400,000 682,000 0 800,000 682,000 600,000 0

02 函館 600,000 206,000 0 400,000 206,000 200,000 0

03 帯広 1,000,000 339,500 0 600,000 247,500 400,000 92,000

04 北見 1,000,000 723,600 0 600,000 244,000 400,000 479,600

05 釧路 600,000 144,000 0 400,000 80,000 200,000 64,000

06 旭川 1,000,000 525,000 0 600,000 525,000 400,000 0

07 小樽 600,000 0 0 400,000 0 200,000 0

08 苫小牧 1,000,000 0 0 600,000 0 400,000 0

09 南空知 1,000,000 319,400 0 600,000 200,000 400,000 119,400

10 室蘭 600,000 99,800 0 400,000 69,100 200,000 30,700

11 北空知 600,000 489,000 0 400,000 305,000 200,000 184,000

12 名寄 600,000 313,600 0 400,000 190,600 200,000 123,000

13 稚内 600,000 0 0 400,000 0 200,000 0

14 留萌 300,000 0 0 200,000 0 100,000 0

10,900,000 3,841,900 0 6,800,000 2,749,200 0 4,100,000 1,092,700 0

地区協会
計 組織振興事業費 登録推進事業費

合計

※予算が出てない地区については、2025年9月末までに予算書を提出していただければ事業実施可能です。

14

14



① 役員登用の推進（会議出席旅費の助成）

② 会議等開催費の助成

③ 組織ガバナンスの構築推進事業の助成

① 審判育成、コーチライセンス養成事業の助成

② ローカル大会開催の助成

③ 器具備品などの貸与

① 実行委員会方式の策定

② HBA及び各地区協会からの役員派遣

① コンプライアンス研修会の実施

② 裁定・規律案件の対応支援

① 市町村等地域単位の競技会の開催

② リーグ戦の普及

① ミクロ・フレッシュ層を対象としたイベントの開催

② 体験会開催（U-10)

③ バスケットゴールの設置（行政とのタイアップ）

① 未就学児対象のイベント開催

② 幼稚園・保育園などへのゴール寄贈事業の実施

① 養成講習会開催推進

② キッズサポートリーダー派遣

① 情報収集(登録状況のアンケート実施）

② 未登録チームの期限付き参加容認

③ ３×３競技（イベント）開催推進

【地区協会「基盤強化推進費」の対象事業について】

組織振興事業費

1 市町村団体との連携

2 強化・育成、普及事業

3 競技会運営

4  コンプライアンス関連事業

※ 「独立行政法人日本スポーツ振興センタースポーツ振興くじ助成金事業」の活用を推進する。

登録推進事業費

1 一般カテゴリー(Ⅱ種)登録推進事業

2 U-12カテゴリー登録推進事業

3 キッズ(U-8)普及事業

5 その他カテゴリーの登録推進に関する事業

4 キッズサポーター育成事業

詳
細
は
、
次
ペ
ー
ジ
で
整
理
し
ま
し
た
。
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【地区協会「基盤強化推進費」の対象事業について】
【区分表】 2025/3/8

区分

番号
区　 　分 適　用　事　業　内　容（参考）

1 組織振興費　1.市町村団体の連携　①役員登用の推進（会議出席旅費の助成）

2 組織振興費　1.市町村団体の連携　②会議等開催費の助成

3 組織振興費　1.市町村団体の連携　③組織ガバナンスの構築推進事業の助成

⑴U15部活動地域移行特別委員会の設置：地区協会として競技継続を希む生徒が影響無くスムー

スな地域移行が出来るよう特別委員会を設置し管内自治体担当部局と会議体を形成する

4 組織振興費　2.強化・育成、普及事業　①審判育成、コーチライセンス養成事業の助成

⑴指導者講習会：顧問同士で、座学や実技による指導力向上と研鑽を行う・コーチング手法に関する

講習会（実技、座学）

⑵審判員の新規ライセンス取得・強化育成：ライセンス取得を目指す審判員（U18含む）への講義・

レフリー技術の講義・実技を受講

5 組織振興費　2.強化・育成、普及事業　②ローカル大会開催の助成

⑴普及促進事業として、小学６年生を対象にして実施：中学校指導者により、小学６年生を対象とし

た合同練習と練習試合を実施。

⑵U12の児童を対象に開催する市町村連盟の大会運営費を助成し、管内U12選手の競技機会の確

保により強化・育成を図る。

6 組織振興費　2.強化・育成、普及事業　③器具備品などの貸与

7 組織振興費　3.競技会運営　①実行委員会方式の策定

8 組織振興費　3.競技会運営　②HBA及び各地区協会からの役員派遣

9 組織振興費　4. コンプライアンス関連事業　①コンプライアンス研修会の実施

⑴暴言・暴力等の根絶を目指した講習会開催：道内外より講師を招聘し講習を開催。アンダーカテゴ

リー中心に、インテグリティの精神（誠実さ・真摯さ・高潔さ）を根付かせ、クリーンバスケットボールを通し

た人間力・指導力・組織力の向上を目指した講習会。

10 組織振興費　4. コンプライアンス関連事業　②裁定・規律案件の対応支援

⑴裁定・規律委員会：コンプライアンス関連事業の会議　①暴言・暴力等撲滅に向けた対応支援、②

裁定・規律案件における対応支援、裁定・規律案件における対応及び支援についての協議

11 登録推進事業費　1.一般カテゴリー（Ⅱ種）登録推進事業　①市町村等地域単位の競技会の開催
⑴バスケットボール技術・能力向上、基礎体力強化を図ること、及び、登録推進を図ることを目的に開

催。

12 登録推進事業費　1.一般カテゴリー（Ⅱ種）登録推進事業　②リーグ戦の普及
⑴社会人リーグ戦：リーグ戦の普及と未登録チームを参加していただきJBA登録推進を図る

13 登録推進事業費　2.U-12カテゴリー登録推進事業　①ミクロ・フレッシュ層を対象としたイベントの開催

⑴U12登録推進事業：ミニバスケットボール経験者・未経験者を含めた小学１，２年生を対象にした

事業。少年団ごとではない混成チームを結成し、２試合確保の交流試合を実施。

⑵ミクロ・フレッシュ層を対象としたイベントの開催でミニバスケットボール競技普及とJBA登録推進に繋げ

る：ミクロ（1年生～２年生）、フレッシュ（３年生～４年生）に分けてゲーム

14 登録推進事業費　2.U-12カテゴリー登録推進事業　②体験会開催（U-10)

⑴6年生が3ｍ05ｃｍのリングと6号球・7号球に慣れるための機会を経験させてU15へつなげるための

交流戦：参加選手を何チームかに分け，練習・ゲームを行う。参加者50名程度。

⑵U12の登録推進（小学4年生以下）：参加チームを数チームに分け試合を経験してもらいバスケッ

トボールの面白さを経験し、登録推進を図る

15 登録推進事業費　2.U-12カテゴリー登録推進事業　③バスケットゴールの設置（行政とのタイアップ）

16 登録推進事業費　3.キッズ(U-8)普及事業　①未就学児対象のイベント開催

⑴バスケットボールキッズエンジョイフェスティバル：キッズ世代に、バスケットボールを通して体を動かすこと

の楽しさ、スポーツを仲間と行うことの楽しさを実感させ、心身の健全な発達を促し、ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙへの興

味関心を高め、ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙを将来選択する競技のひとつとする。（ソフトバスケットボールの購入）

17 登録推進事業費　3.キッズ(U-8)普及事業　②幼稚園・保育園などへのゴール寄贈事業の実施

18 登録推進事業費　4.キッズサポーター育成事業　①養成講習会開催推進

⑴キッズサポーター養成講習会：U12の指導者には、コーチライセンス・レフリーライセンス・キッズサポー

ターの資格を所有することが望ましいことから、JBAのキッズサポーター事業として、資格取得を目的に行う

ものである。（HBA　U12部会開催）

19 登録推進事業費　4.キッズサポーター育成事業　②キッズサポートリーダー派遣

20 登録推進事業費　5.情報収集(登録状況のアンケート実施）　①情報収集(登録状況のアンケート実施）

21 登録推進事業費　5.情報収集(登録状況のアンケート実施）　②未登録チームの期限付き参加容認

22 登録推進事業費　5.情報収集(登録状況のアンケート実施）　③３×３競技（イベント）開催推進

⑴３×３を通じバスケットボール競技の普及と登録推進をを図る：〇〇管内高校生以上のチーム（4

名構成）12チームによるトーナメント戦（２試合保障）

⑵U12の児童を対象に3×3を通じてバスケットボールの楽しさ、魅力を発信し、競技人口の拡大を図

る。

※基盤強化推進費⇒①組織振興費の「50％」までを上限とし、組織振興事業費から②登録推進事業費へ付け替えを可とします。

※予算が出てない地区については、2025年9月末までに予算書を提出していただければ事業実施可能です。

2025/3/8

区分

番号
区　　　　分 適　用　事　業　内　容（参考）

【地区協会「基盤強化推進費」の対象事業について】
【区分表】 2025/3/8

区分

番号
区　　 分 適　用　事　業　内　容（参考）

1 組織振興費　1.市町村団体の連携　①役員登用の推進（会議出席旅費の助成）

2 組織振興費　1.市町村団体の連携　②会議等開催費の助成

3 組織振興費　1.市町村団体の連携　③組織ガバナンスの構築推進事業の助成

⑴U15部活動地域移行特別委員会の設置：地区協会として競技継続を希む生徒が影響無くスムー

スな地域移行が出来るよう特別委員会を設置し管内自治体担当部局と会議体を形成する

4 組織振興費　2.強化・育成、普及事業　①審判育成、コーチライセンス養成事業の助成

⑴指導者講習会：顧問同士で、座学や実技による指導力向上と研鑽を行う・コーチング手法に関する

講習会（実技、座学）

⑵審判員の新規ライセンス取得・強化育成：ライセンス取得を目指す審判員（U18含む）への講義・

レフリー技術の講義・実技を受講

5 組織振興費　2.強化・育成、普及事業　②ローカル大会開催の助成

⑴普及促進事業として、小学６年生を対象にして実施：中学校指導者により、小学６年生を対象とし

た合同練習と練習試合を実施。

⑵U12の児童を対象に開催する市町村連盟の大会運営費を助成し、管内U12選手の競技機会の確

保により強化・育成を図る。

6 組織振興費　2.強化・育成、普及事業　③器具備品などの貸与

7 組織振興費　3.競技会運営　①実行委員会方式の策定

8 組織振興費　3.競技会運営　②HBA及び各地区協会からの役員派遣

9 組織振興費　4. コンプライアンス関連事業　①コンプライアンス研修会の実施

⑴暴言・暴力等の根絶を目指した講習会開催：道内外より講師を招聘し講習を開催。アンダーカテゴ

リー中心に、インテグリティの精神（誠実さ・真摯さ・高潔さ）を根付かせ、クリーンバスケットボールを通し

た人間力・指導力・組織力の向上を目指した講習会。

10 組織振興費　4. コンプライアンス関連事業　②裁定・規律案件の対応支援

⑴裁定・規律委員会：コンプライアンス関連事業の会議　①暴言・暴力等撲滅に向けた対応支援、②

裁定・規律案件における対応支援、裁定・規律案件における対応及び支援についての協議

11 登録推進事業費　1.一般カテゴリー（Ⅱ種）登録推進事業　①市町村等地域単位の競技会の開催
⑴バスケットボール技術・能力向上、基礎体力強化を図ること、及び、登録推進を図ることを目的に開

催。

12 登録推進事業費　1.一般カテゴリー（Ⅱ種）登録推進事業　②リーグ戦の普及
⑴社会人リーグ戦：リーグ戦の普及と未登録チームを参加していただきJBA登録推進を図る

13 登録推進事業費　2.U-12カテゴリー登録推進事業　①ミクロ・フレッシュ層を対象としたイベントの開催

⑴U12登録推進事業：ミニバスケットボール経験者・未経験者を含めた小学１，２年生を対象にした

事業。少年団ごとではない混成チームを結成し、２試合確保の交流試合を実施。

⑵ミクロ・フレッシュ層を対象としたイベントの開催でミニバスケットボール競技普及とJBA登録推進に繋げ

る：ミクロ（1年生～２年生）、フレッシュ（３年生～４年生）に分けてゲーム

14 登録推進事業費　2.U-12カテゴリー登録推進事業　②体験会開催（U-10)

⑴6年生が3ｍ05ｃｍのリングと6号球・7号球に慣れるための機会を経験させてU15へつなげるための

交流戦：参加選手を何チームかに分け，練習・ゲームを行う。参加者50名程度。

⑵U12の登録推進（小学4年生以下）：参加チームを数チームに分け試合を経験してもらいバスケッ

トボールの面白さを経験し、登録推進を図る

15 登録推進事業費　2.U-12カテゴリー登録推進事業　③バスケットゴールの設置（行政とのタイアップ）

16 登録推進事業費　3.キッズ(U-8)普及事業　①未就学児対象のイベント開催

⑴バスケットボールキッズエンジョイフェスティバル：キッズ世代に、バスケットボールを通して体を動かすこと

の楽しさ、スポーツを仲間と行うことの楽しさを実感させ、心身の健全な発達を促し、ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙへの興

味関心を高め、ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙを将来選択する競技のひとつとする。（ソフトバスケットボールの購入）

17 登録推進事業費　3.キッズ(U-8)普及事業　②幼稚園・保育園などへのゴール寄贈事業の実施

18 登録推進事業費　4.キッズサポーター育成事業　①養成講習会開催推進

⑴キッズサポーター養成講習会：U12の指導者には、コーチライセンス・レフリーライセンス・キッズサポー

ターの資格を所有することが望ましいことから、JBAのキッズサポーター事業として、資格取得を目的に行う

ものである。（HBA　U12部会開催）

19 登録推進事業費　4.キッズサポーター育成事業　②キッズサポートリーダー派遣

20 登録推進事業費　5.情報収集(登録状況のアンケート実施）　①情報収集(登録状況のアンケート実施）

21 登録推進事業費　5.情報収集(登録状況のアンケート実施）　②未登録チームの期限付き参加容認

22 登録推進事業費　5.情報収集(登録状況のアンケート実施）　③３×３競技（イベント）開催推進

⑴３×３を通じバスケットボール競技の普及と登録推進をを図る：〇〇管内高校生以上のチーム（4

名構成）12チームによるトーナメント戦（２試合保障）

⑵U12の児童を対象に3×3を通じてバスケットボールの楽しさ、魅力を発信し、競技人口の拡大を図

る。

※基盤強化推進費⇒①組織振興費の「50％」までを上限とし、組織振興事業費から②登録推進事業費へ付け替えを可とします。

※予算が出てない地区については、2025年9月末までに予算書を提出していただければ事業実施可能です。
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資料2　別ファイルで用意してます。   
2025年度総合会計集計表の見直版

別ファイル(Excel版)で添付
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資料3 

報告書作成注意事項 

Ⅰ 一般管理費会計 

《 対象経費基準について 》  「2025 年度 別紙２ 対象経費基準【一般管理費】」参照 

№ 科 目 注意事項等 

1 ⑥会議費 (1) 各種会議における会議室使用料・飲料費は、⑥会議費に計上してください。

2 ⑦旅費交通費 (2) 各種会議における日当（リモート含む）・旅費交通費は、⑦旅費交通費に計上して

ください。

(3) HBA 主催のリモート会議は、「出席者名簿」を会議後に地区事務局宛にメール

させていただきますので、その都度支払処理をしてください。

3 ㉒慶弔費 (4) 支出明細書の内容欄に、香典・供花・弔電代等の後ろに、

「名前(フルネーム) + 地区協会の前職・現在の役職名 + 関係」を記載してください。

※記載例 ａ） 香典代（〇〇△△ 前会長の妻） 

ｂ） 供花代（〇〇△△ 副会長の実父） 

ｃ） 弔電代（〇〇△△ 理事長の実母） 

《 報告書について 》 

№ 様 式 注意事項等 

1 収支報告書 (1) 会計期間は4月1日～翌年3月31日です。

ａ） 3 月31 日までの領収書は、当年度に計上してください。 

ｂ） 3 月分の請求書が 4 月1 日以降に発行される（届いた）場合、次年度で会計 

処理してください。 

ｃ） 4 月以降の銀行振込額が、3 月末までの会計処理にあたるものは、当年度で 

会計処理してください。 

(2) 中間報告（４月～９月分）の提出は、10月20日までに送付して下さい。

なお、今年度から中間報告必須とさせていただきます。

※中間決算の確認を行うことで、後半の会計処理がスムーズに運用できることと、

年度末の会計処理稼働を軽減することができるため。

2 支出明細書 (3) 科目でまとめずに、領収書の日付順に記載してください。

(4) 領収書№欄は、一つの領収書に対して、必ず 1 つだけにしてください。

(5) 内容欄はできるだけ詳しく記載してください。

(6) 飲料等を購入する際にレジ袋を購入すると、⑨消耗品費として分けて計上する為、

経費と報告書作成の手間削減の為に、できるだけレジ袋を購入しないよう努めてください。

記載例）1 会議費 №7 コンビニ名  飲料  100 円×4 本 400 円 

2 消耗品費   №7 コンビニ名  レジ袋 3 円 
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№ 様 式 注意事項等 

3 領収書 (7) 明細（品名、単価、数量、合計金額）のあるものが必要です。

ａ） コンビニやスーパー等、レシートが発行される場合はレシートでよいです。 

※宛名は不要です。

※あらためて領収書をもらわないでください(明細が記載されてないため)。

※抹消線・訂正印は記載しないでください。

ｂ） レシートではなく、領収書が発行された場合は、 

明細（品名、単価、数量、合計金額）が記載されているものをいただいてください。 

※領収書に明細が記載されていない場合は、請求書・納品書などで明細の

分かるものを添付してください。

(8) 宛名について

各地区協会名です。

(9) 記入ミスがあった場合

訂正が必要になった場合、記入者本人が訂正を行ってください。記入者本人が

訂正できなかった場合は、事務局長または、事務・会計担当者が訂正してください。

※訂正箇所に二重線を引いて、訂正印を押す。

(10) 領収書の日付順に領収書№を付けてください。

(11) レシートや領収書等は、連番の場合、1 枚の A4 用紙にできるだけまとめるように

してください。また、それぞれが重ならないようにしてください。

(12) 会議日当等の名前は必ず自筆で記入し、自筆サインまたは受領印を押してください。

(13) 「自筆サイン・受領印」欄について

日当等の受け取りの際には、自筆で名前を記入する欄の他に、受領したことを確認する

ための欄がありますので、以下どちらかの処理をお願いいたします。

ａ） 自筆サイン 

ｂ） 印鑑（押印） 

※薄い、欠けているなど、判別できないものがありますのでご注意ください。

※シャチハタは使用しないで下さい。

(14) 提出時は、PDF データでお願いします。

ａ） 1 ファイルに 1 ページではなく、1 ファイルに全ページ数を挿入して送付して下さい。 

ｂ） カラーでもモノクロでもよいです。 
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Ⅱ 事業会計 

《 対象経費基準について 》  「2025 年度 別紙１ 対象経費基準【基盤強化推進費 事業運営費】」参照 

№ 科 目 注意事項等 

1 ①会議費 (1) 大会事業における会議（事前打合会議、実行委員会、組合せ抽選会等）の

会議室使用料・日当・旅費交通費・飲料費は①会議費に計上してください。

2 ②旅費交通費 (2) 大会期間中（大会前日を含む）における、会場設営・TO 機材の運搬等は、

稼働役員の「日当」扱いとし、②旅費交通費に計上してください。

3 ④消耗品費 (3) ボールペン等を多量に購入する場合は、一般管理費で購入し、地区事務局管理

のもと、各大会事業に貸出するようにしてください。

4 ⑦賃借料 (4) 学校施設使用料の署名が学校代表者（学校長、事務局長）の場合は、⑦賃借料

に計上してください。

(5) リース・レンタル（物品賃貸）は、⑦賃借料に計上してください。

5 ⑨諸謝金 (6) 学校施設使用料の署名が顧問等の場合は、⑨諸謝金に計上してください。

(7) 大会稼働役員が MMC/MMD を担当する場合、稼働役員日当と MMC/MMD

謝金の二重払いはしないでください。（日当のみで計上してください。）

※ただし、財政調整基金から支出し、日当（事業活動報告書に記載）

＋謝金(地区の財政調整基金に記載)の二重払いは可とする。

・・・理事長が認めた場合。

6 ⑫報償費 (8) 表彰用の賞状（市販品（印刷されたもの）含む）の購入費は、⑫報償費に計上

してください。

7 ⑬食糧費 (9) 弁当代は、飲料及び消費税も含めて 800 円以内です。

(10) 弁当等を購入する場合は、エコバック・段ボール等の利用を推奨します。

(11) 熱中症対策や PT（フィジカルセラピスト：理学療法士）で使用する飲料・氷代は、

⑬食料費に計上して下さい。

(12) レジ袋代は、④消耗品費に計上してください。

※経費と報告書作成の手間削減の為に、できるだけレジ袋を購入しないよう

努めてください。

・支出明細書 記載例） 1 食糧費 №7 コンビニ名 〇〇弁当  750 円

2 消耗品 №7 コンビニ名 レジ袋    5 円 

(13) 審判稼働者のみ、原則、お昼を跨ぐ場合、500 円を上限とした昼食費を支払うこと

ができます。

8 ⑭雑費 (14) 予備費は計上しないでください。

(15) ゴミはできるだけ持ち帰るようご協力ください。

※有料ゴミ袋の購入は、④消耗品費に計上してください。
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9 その他 (16) HBA 大会参加費の返金の考え方

ａ） 組合せ抽選前日までに、不当な行為等の発生により出場を認めない場合、 

振込手数料を差し引いて返金します。 

ｂ） 組合せ後の棄権は、返金しません。 

ｃ） 自然災害及び主催側の都合によって大会が中止になった場合、システム使用料 

を含む全額を返金します。 

《 報告書について 》 

№ 様 式 注意事項等 

1 収支予算書 (1) 記入例をもとに、作成をお願いします。

2 収支報告書 (2) 上部の「地区協会名～実施場所」欄等、収支予算書と連動している箇所があります

ので、変更がある場合は、収支予算書を変更してください。

(3) 収入・支出の予算欄の金額は、収支予算書と連動しています。

(4) 支出の金額欄は、支出明細書と連動しています。

(5) 摘要(内訳)欄は、確認の為、必ず入力してください。

3 支出明細書 (6) 科目でまとめずに、領収書の日付順に記載してください。

(7) 領収書№欄は、連番であれば複数の記載も可とする。（別紙サンプル１参照・・・P24）

(8) 摘要(内訳)欄はできるだけ詳細に記載してください。

※例 賃借料の支払日と使用日が異なる場合、摘要欄には、実際に使用した日を

記載する。

(9) コート設営等において、会場が複数の場合、判断が困難になる為、領収書と

同様に会場名を記載してください。

4 活動報告書 (10) 記入例をもとに、作成をお願いします。

5 領収書 (11) 明細（品名、単価、数量、合計金額）のあるものが必要です。

※詳細は、一般管理費会計と同様です。
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5 

5 領収書 

※HBA ホームペ

ージ掲載の各種

領収書様式をご

覧ください 

(12) 宛名について

ａ） 部会名・中体連・高体連等の名前は使用しないで下さい。 

ｂ） 体育館使用の際、減免措置となる場合は、地区協会名以外でもかまいません。 

大会種別 
主管 大会 

委託料 
領収書宛名 

事業会計 
提出 備考 

HBA 地区 剰余 超過 

1 地区協会 

事業 

〇 地区協会名 開催

地区 

開催

地区 

※ 

2 U15 

ブロック大会 

〇 地区協会名 開催

地区 

HBA

負担 

※ 

3 全道大会 

（委託） 

〇 〇 HBA HBA HBA

負担 

要 U15選手権、 

U18選手権、 

U18新人、 

マスターズ、道民、 

4 全道大会 〇 HBA HBA HBA

負担 

要 U12夏季、 

U12全国、 

U15新人、 

国スポ、総合 

5 U12 

ブロック大会 

〇 HBA HBA HBA

負担 

要 

6 基盤強化 

推進事業 

〇 HBA HBA HBA

負担 

要 

7 会場使用料 

減免措置 

開催地区名 

・HBA以外 

でもOK 

※ HBA が必要と判断したものは提出していただくこともあります。

(13) コート設営等の領収書には、会場名を記載してください。

(14) 記入ミスがあった場合

ａ） 訂正が必要になった場合、本人が訂正をしてください。 

※訂正箇所に二重線を引いて、訂正印を押す。

ｂ）ａ）ができなかった場合、報告書確認の際に各地区の事務局長及び 

事務・会計担当者が訂正してください。 

(15) 領収書の日付順に領収書№を付けてください。

(16) まとめ方（領収書のとりまとめ枚数の削減の為）

ａ） A5 サイズの領収書（コート設営・TO 謝礼等）が連番で複数枚ある場合、 

上下につけると A4 サイズにまとめることができます。(別紙サンプル２・３参照・・・P25・26) 

ｂ） レシートや領収書等は、連番の場合、1 枚の A4 用紙にできるだけまとめる 

ようにしてください。 

また、それぞれが重ならないようにしてください。(別紙サンプル４参照・・・P27) 

(17) 日当、諸謝金等の名前は必ず自筆で記入し、自筆サインまたは受領印を押して

下さい。

(18) コート設営等の諸謝金領収書の署名について

役職名は、以下のとおり記入してください。

・地区協会の場合：「役職名・委員会名・部会名」等

・チームの場合：「チーム代表者・監督・顧問・引率者」等
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6 

5 領収書 (19) 「自筆サイン・受領印」欄について

日当等の受け取りの際には、自筆で名前を記入する欄の他に、受領したことを確認する

ための欄がありますので、以下どちらかの処理をお願いいたします。

ａ） 自筆サイン 

ｂ） 印鑑（押印） 

※薄い、欠けているなど、判別できないものがありますのでご注意ください。

※シャチハタは使用しないで下さい。

(20) 提出時は、PDF データでお願いします。

ａ） 1 ファイルに 1 枚の保存ではなく、1 ファイルに全枚数を保存して下さい。 

ｂ） カラーでもモノクロでもよいです。 

(21) 支出明細書の領収書№と領収書が一致していることを確認して下さい。

Ⅲ その他、全体を通して 

№ 事 項 注意事項等 

1 購入物関連 (1) 大量に購入するもの（該当大会で使用するには多すぎるもの）については、内容

を精査し、地区の一般管理費で購入し、各カテゴリーに貸出してください。 

※例 事務用品（ボールペン、セロテープ、養生テープなど）

(2) 以下の場合、必ず HBA に連絡をしてください。

ａ） 大会事業で、3 万円以上となるものの購入が必要になった場合。 

ｂ） 一般管理費で、予算で計上していないものの購入が必要になった場合。 

ｃ） 予算額を大幅に上回ることになったものが発生した場合。 

ｄ） 対象経費基準の一覧に記載のないものの購入が必要になった場合。 

2 報告書関連 (3) 報告書作成にあたり、不明な点がある場合は、HBA に相談してください。

わからないまま作成しますと、チェックに時間を要してしまいます。 

(4) 提出していただく報告書等の様式が古い場合がありますので、常に最新のものを

HBA のホームページからダウンロードしてください。 

(5) 報告書等のセルについて

ａ） 「プルダウンメニュー」の設定があるセルは、そこから選択してください。 

ｂ） シート間で連動（計算式や文字）している箇所は入力ができないように保護設定 

しています。 

(6) 事業の報告書提出について

ａ） 事業終了後、1 カ月以内に提出してください。 

ｂ） 理事長（又は事務局長）が最終確認してから HBA に提出してください。 

(7) 事業が中止になった場合は、「中止報告書」を提出してください。

3 その他 (8) HBA 連絡先

・連絡漏れをなくすため、以下3 名宛にメールを送ってください

①髙橋事務局長   hbaofi.160401@lemon.plala.or.jp 

②野々村財務部部長 nono-k_0906@cameo.plala.or.jp 

③坂野財務部副部長 sakamichi-home@tenor.ocn.ne.jp 

・苫小牧・南空知・室蘭地区は、以下1 名を含め、4 名宛てにメールを送ってください。

④村上財務部員 qvovp.mako@icloud.com
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別紙（サンプル-１）
(4)支出明細書・領収書の番号は、１行につき１枚でなくても明細書の順番であれば複数と

なってもよいです

6,000円

〇審判謝礼領収書（同日1/2枚目）

大和田 一郎

藪中 次郎

8

7,000円

〇審判謝礼領収書（同日2/2枚目）

吉田 三郎

髙橋 四郎

〇収支報告書7大会 支出明細書

～

～

～

以下の様に１行に
まとめてよい
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別紙
a) A5サイズの領収書（コート設営・TO謝礼等）が、2枚以上ある場合、A4サイズにまとめて
下さい（サンプル-２）

1

2
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別紙
a) A5サイズの領収書と請求書（明細書）が、各A4サイズのものは、A4サイズにまとめて
下さい。（サンプル-３）

A4
ｻｲｽﾞ
にま
とめ
て下
さい

A4ｻｲｽﾞ

A4ｻｲｽﾞ

〇〇地区バスケットボール協会

〇〇地区バスケットボール協会

〇〇地区バスケットボール協会

〇〇地区バスケットボール協会
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別紙（サンプル-４）
b) レシートや領収書等は、A4用紙内にできるだけ入れてください

別紙
c) レシートや領収書をA4用紙に貼る際、それぞれが重ならないようにしてください

領収№10

領収№11

領収№12

※３か所の重なりに
注意して下さい

〇〇地区
バスケットボール協会

〇〇地区バスケットボール協会

〇〇地区バスケットボール協会

〇〇地区バスケットボール協会

領収№10

領収№11

領収№12

〇〇地区
バスケットボール協会

〇〇地区バスケットボール協会

〇〇地区バスケットボール協会

〇〇地区バスケットボール協会
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2025年度 2025/5/16

№ 報酬額（謝金）

1.
原則、2,000 円/ｈを上限と

する。

2.
原則、5,000円/ｈを上限と

する。

3.
原則、8,000円/ｈを上限と

する。

№ 区分 対象者 謝金 稼働日 講習会・研修会・大会等 インストラクター資格 業務

B級更新講習会 3級インストラクター以上

A級への推薦選考会〔審査〕 2級インストラクター以上

2 B級昇格に関する審査会 C級 4,000円 日 B級審査会 3級インストラクター以上 評価・審査

3
C・D級に対する講習

会、研修会
C・D級 3,000円 日

C・D級更新時講習会、

B級への推薦選考会〔審査〕
3級インストラクター以上

講義（資料の作成含）指

導、評価、審査

4
C・D級昇格に関する審

査会
D級以下 3,000円 日 C・D級審査会 3級インストラクター以上 評価・審査

1

定　　義

本協会役員等が講師となる場合の報酬および費用

本協会役員以外で、道内在住者が講師となる場合

本協会役員以外で、道外在住者が講師となる場合

講義（資料の作成含）指

導、評価、審査
日5,000円B級

B級に対する講習会、研

修会

研修会等の講師報酬および費用について

審判インストラクター謝金について

旅　　費

旅費は、本会別に定める旅費規定に準ずる。（航

空機利用の可否ならびに旅費精算は、専務理事が

別に定める。）

旅費は、実費精算とする。

※ただし、研修会等の内容が講師の生業関連である場合、また、その他の事由によりその額は理事会の議決を経て、専務理事が別に定める。

資料4 28
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HBA-HP「財務部」参照方法

https://hokkaido.japanbasketball.jp/finance/ 
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